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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年３月23日に提出した平成18年（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(8）ストックオプション制度の内容 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

 第一部 【企業情報】 

 第４ 【提出会社の状況】 
  １【株式等の状況】 

   (8）ストックオプション制度の内容 

  （訂正前） 

②当該制度は会社法第236条および第238条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、次の通りであります。 

  

（平成19年３月23日取締役会決議） 

 会社法第236条および第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新

株予約権を発行することを、平成19年３月23日開催の取締役会において決議したものであります。 

  

    （訂正後） 

決議年月日 平成19年３月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役及び従業員（取締役６名、従業員110名） 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 

340,000株（新株予約権１個につき普通株式100株。ただ

し（注）１に定める株式の数の調整を行った場合は、同

様の調整を行う）を上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 金銭の払込みを要しない。（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成19年４月９日から平成29年３月23日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社または当社子会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあることを要する。ただし、当

社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期

満了により退任した場合、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りでない。 

② その他の条件については、本総会決議および取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける

者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定

めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとする。 

代用払込みに関する事項             － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３ 



  

（平成19年３月23日取締役会決議） 

②当該制度は会社法第236条および第238条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、次の通りであります。 

  

 会社法第236条および第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新

株予約権を発行することを、平成19年３月23日開催の取締役会において決議したものであります。 

決議年月日 平成19年３月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社の取締役６名及び従業員110名ならびに当社子会社の

取締役３名及び従業員４名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 

355,000株（新株予約権１個につき普通株式100株。ただ

し（注）１に定める株式の数の調整を行った場合は、同

様の調整を行う）を上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成19年４月９日から平成29年３月23日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社または当社子会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあることを要する。ただし、当

社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期

満了により退任した場合、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りでない。 

② その他の条件については、当社と新株予約権の割当

を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとする。 

代用払込みに関する事項             － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３ 
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